
法律・政治・社会

第 九十 巻　 第　六　号

昭
和
二
十
五
年
九
月
二
十
日　

第
三
種
郵
便
物
認
可

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
八
日
発
行（
毎
月
一
回
二
十
八
日
発
行
）論

　
　
説

ア
ー
ト
ネ
イ
チ
ャ
ー
株
主
代
表
訴
訟
最
高
裁
判
決
と	

杉　

田　

貴　

洋

　

有
利
発
行
・
有
利
処
分
の
解
決
の
あ
り
方
（
下
）	

資
　
　
料

ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
二
〇
一
三
年
動
産
担
保
法
改
正	

エ
リ
ッ
ク
・
ヴ
ァ
ン
＝
デ
ン
＝
オ
ー
ト

	

片　

山　

直　

也
／
訳

判
例
研
究

〔
商
法
〕　

五
七
六　

	

商　

法　

研　

究　

会

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究　

四
五
六
〕	

民
事
訴
訟
法
研
究
会

Ｍ
Ｂ
Ｏ
の
実
施
に
お
け
る
取
締
役
の
善
管
注
意
義

務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
─
─
シ
ャ
ル
レ

株
主
代
表
訴
訟
事
件
控
訴
審
判
決


